
 2025 年７月 

各位 

                          北 陸 学 院 高 等 学 校 

                          校 長  阿 部  俊 

 

全国大会出場への寄付のお願いについて 

 

拝啓 皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。平素は本校の教育活動に格別のご高配

を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、この度、男子バスケットボール部、女子硬式テニス部、陸上競技部が、県高校総体や北信越大会

において、また放送部が県高校総文において、それぞれ優勝や最優秀賞などの成績を収め、この夏に行わ

れます全国大会への切符を獲得いたしました。これもひとえに日頃の皆様の本校に対するご支援・ご協

力の賜物と深く感謝申し上げます。 

 つきましては、開催地が遠方であり多額の遠征費用が必要となりますことから、皆様に温かいご支援

をお願い申し上げる次第です。いただいたご寄付は、各団体主催の全国大会に出場する部員の移動費や

宿泊費等、大会参加に必要な経費に充当させていただきますので、何卒ご理解とご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

記 

 

１．金額 １口 ５，０００円（何口でも可） 

※この金額に拘わらず、可能な範囲でご厚志をいただけますと幸いです。 

 

２．申し込み方法 

下記（１）～（３）の中からお選びいただき、用紙の右半分（申込書）に記入の上、 

学校事務室にご提出をお願いいたします。 

 

（１）９月学納金と合わせて引き落とし 

 

（２）口座振込 

お振込名義は生徒名の前にクラス（例：108 アベタカシ）をお願いいたします。  

インターネットバンキングでもお振込みできます。 

 

 

 

 

 

（３）学校事務室へご持参 

現金を学校事務室へ平日 8:15～17:15 にお届けをお願いいたします。 

 

３．締め切り 

2025 年８月１日（金） ※締切以降も受け付けます。 

 

※１ この寄付は、特定公益増進法人に対する寄付として、法人税の損金算入又は所得税の寄付金

控除（所得控除）の対象となります。領収書及び特定公益増進法人証明書（写）を送付いた

します。 

※２ 学校法人に対する個人の寄付に際し所得税の税額控除制度があり、本学院も対象法人として

の認可を受けました。領収書及び税額控除に係る証明書（写）を送付いたします。これによ

り、確定申告をすることによって多くの場合、税金の還付（最高で募金額の約 5 割）を受け

ることができます。 

税法上の詳細は、学校法人 北陸学院 法人・大学事務局総務財政課（TEL:076-280-3858）まで、

ご遠慮なくお問い合わせください。 

 

2025 年  月  日 

 

全国大会出場寄付申込書 
 

北陸学院高等学校 

校長 阿部 俊 殿 

  

 

税額控除を受ける方の住所・氏名 

  ※ご住所 〒                                     

※日中連絡先電話番号                                

ふりがな  

※ご氏名                                           

                      

以下の内容にて、全国大会出場寄付を申し込みます 

 

（いずれかにチェック） 

□   １ 口  5,000 円  

□     口         円  

 

（いずれかにチェック） 

□ （１）引き落とし 

□ （２）口座振込 

□ （３）ご持参 

          

８月１日（金）までに学校事務室へご提出ください。 

 

※「全国大会出場寄付」を学納金引落口座から振替の方は、12 月までの引落総額の 

領収書を翌年１月末に郵送いたします。 

お振込、ご持参の方は、お振込・ご持参後２か月ほどで発送いたします。 

銀 行 名 ： 北國銀行                支 店 名 ： 香林坊支店 

口座種別 ： 普通                  口座番号 ： 053910 

口座名義 ： ガク）ホクリクガクイン 

※振込手数料についてはご負担をお願いいたします。 
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